
令和4年度
京都府未利用地活用再生可能エネルギー

導入促進事業補助金

ご申請のながれ編



（ご注意）
既設の対象設備は、本事業の対象外です。
今回初めて、該当設備を新規に設置される場合、本事業の対象となります。

交付申請

①「交付申請書」（様式第1号）
②「事業計画書」（様式第2号-1、様式第2号-2）
③「事業収支予算書」（様式第3号）
④「導入機器工事等一覧」（様式第4号）
⑤「事業実施場所の賃貸契約等（写）又は使用承諾書」（様式第5号）
⑥「事前着手届」（様式第6号）

ご提出いただく「様式」

次ページにつづく

⑥ 補助金交付決定前に着手する場合は、
「事前着手届」（様式第6号）をご提出ください。

補助金交付申請書類は次のURLからダウンロードしてください！
京都府地球温暖化防止活動推進センター
URL https://www.kcfca.or.jp/uul2022/

申請チェックリストのご提出も忘れずに！



第6号様式 「事前着手届」について

交付申請書提出後補助金交付決定までの間に、
事業に着手（発注・契約等）する場合は、事前着手届の提出が必要です。

（事前着手届は、補助金の採択を確約するものではありません。下表をご参照ください。）

交付決定前 交付決定後

通常
①見積のみ着手可

（②発注等への着手不可）
②発注・③契約・④工事着手・⑤納品・

⑥検収・⑦請求・⑧支払

事前着手届を提出
した場合

①見積・②発注・③契約
⑧支払（前払金のみ）は着手可

④工事着手・⑤納品・⑥検収・
⑦請求・⑧支払（残額又は全額）











(ア）申請事業者全ての直近の決算報告書（財務諸表等）
※個人事業者の場合は税申告書（写）

(イ) 府税に滞納がないことの証明書
(ウ) 申請事業者全ての法人登記事項証明書

※個人事業者の場合は開業届（写）又は税申告書・所得税等申告書（写）
(エ) 事業実施場所の登記事項証明書
(オ) 現況写真の提出（紙にプリントアウトしたもの可）
(カ) 事業実施場所の地図（マップ表示をプリントしたものも可)。該当場所に印をつけること。
(キ) 事業実施場所の設置計画図、レイアウト図
(ク) 補助対象設備の詳細が分かる資料（導入予定の機器の仕様書、カタログ等）
(ケ) 補助対象経費に関する見積書（写）（所要額の内訳が分かるもの）

郵送又はご持参にてご提出

※郵送の場合は「レターパック」など、配達が記録されるものをお勧めします。

ご提出いただく「添付書類」

※窓口でのご対応は、平日９時～１７時です。（土・日・祝日を除く）

申請書提出先
NPO法人京都地球温暖化防止府民会議（京都府地球温暖化防止活動推進センター）
京都府未利用地活用再生可能エネルギー導入促進事業 補助金窓口 宛
〒604-8417

京都府京都市中京区西ノ京内畑町41-3
075-803-1129

※登記事項証明書のご提出について
一般財団法人 民事法務協会の発行する登記事項証明書をダウンロードしたものに関し
ては、証明書ではないことから、登記事項証明書として利用することはできません。



審査及び結果の通知

〇交付決定までの期間：申請書受領より概ね2週間（10営業日）程度。
〇各申請者宛に文書（「交付決定通知書」（様式第14号））にて通知します。お急ぎの場合はご相談ください。

交付決定後の変更について

ご提出いただく「様式」

① 「変更申請承認書」（様式第7号）
② 修正・訂正した「事業計画書」（様式第2号）
③ 修正・訂正した「事業収支予算書」（様式第3号）

ご提出いただく「添付書類」

(ア)変更、訂正に関係する書類

交付決定後の中止（廃止）について

ご提出いただく「様式」 ①中止（廃止）届（様式第8号）







事業の完了及び補助金の支払い

ご提出いただく「様式」

①「実績報告書」（様式第9号）
②「事業決算報告書」(様式第10号）

ご提出いただく「添付書類」

(ア) 業者・施工者との契約書又は契約日が確認できる書類（発注書、請負書等）（写）
(イ) 補助対象設備の設置完了が分かる書類（納品書、出荷証明書、工事完了書等）（写）
(ウ) 経費の支払いを確認できる書類（請求書と振込依頼書、領収書）（写）
(エ) 事業の実施状況を確認できる写真（プリント印刷可）
(オ) 建築確認済証（写）
(カ）余剰売電する場合需給契約書（写）※契約が完了していない場合、連携申込書（写）

(キ) その他、必要と認める資料

設備工事完了後、7日以内にご提出ください!

※ PPA又はリース契約で設置・導入される場合、以下のいずれかを添付資料としてご提出ください。
〇 PPA事業者の場合：

サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について、法定耐用年数期間満了まで継
続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類の（写）を提出すること。

〇リース契約の場合：
リース料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について、法定耐用年数期間満了まで継続
的に使用するために必要な措置等を証明できる書類の（写）を提出すること。





完了検査及び補助金の支払い

「実績報告書」提出後に当法人の職員が事業実施場所に赴き、完了検査（現地調査）を実施

補助金額の決定

交付決定額の通知

ご提出いただく「様式」

「請求書」を当法人に送付

①「請求書」（様式第11号）

補助金の支払い（精算払い）

「交付額決定通知書」（様式第15号）に記載
された交付金額を記入してください。
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